
第一部 基調講演（3月３１日から配信）

土田 道夫 氏（上掲）

城塚 健之 氏（弁護士 大阪法律事務所）

白石 浩亮 氏（弁護士 弁護士法人淀屋橋・山上合同）

上田 達子 氏（同志社大学法学部教授）

【主催】中央労働委員会（西日本地方事務所）

【協賛】滋賀県労働委員会 京都府労働委員会 大阪府労働委員会
兵庫県労働委員会 奈良県労働委員会 和歌山県労働委員会

【後援】京都労働局

 賞与・退職金・諸手当格差の不合理性に関する考え方の整理など、注視すべき新たな人事管理上の
課題について、最近の最高裁判決を踏まえて、労働法の観点から考察します。

正社員・契約社員間における賞与・退職金・諸手当格差の不合理性
～労働契約法第20条、パート・有期雇用労働法第8条に関する考え方の整理～

第二部 パネルディスカッション（5月以降に配信予定）

■講師：土田 道夫 氏（同志社大学法学部・法学研究科教授、京都府労働委員会公益委員）

 実例やモデルケースを検証し、現場の問題点・課題の把握を行い、よりよい解決策などについて、各コメンテーター

から解説していただきます。この機会にコメンテーターと一緒に問題点を共有して、認識を深めていきましょう。

■ コ メ ン テ ー タ ー ：

★ ご存じですか労働委員会 ～ 雇用のトラブル まず相談 ～

（詳しくは、中央労働委員会・各府県労働委員会のホームページをご覧ください！）

■コーディネーター：

中央労働委員会（西日本地方事務所）

中央労働委員会事務局 西日本地方事務所

Tel 06–6941-1555    Fax 06-6941-1556 

労使関係セミナー in 京都

令和２年度〔近畿地区〕（第２回）

～「労使間の問題」について、一緒に考えてみませんか？～

基調講演の

動画を配信
３月31日から無料配信

視聴方法

中央労働委員会のホームページで３月31日から視聴いただけます。
(事前登録などは必要ありません）

■セミナーページURL

http://www.mhlw.go.jp/churoi

(または「中労委 労使関係セミナー」で検索)
セミナーページ
QRコード

セミナーに関する
お問い合わせ先


